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(57)【要約】
　【課題】
　本発明の目的は、誘導電動機のセンサレスベクトル制
御における初期速度推定方式を改善し、推定に必要とす
る時間を短縮し、かつ、起動におけるトルクショックを
大幅に低減することに関する。
　【解決手段】
　本発明は、誘導電動機の初期速度を推定する際、誘導
電動機への通電開始と同時に、通電する交流周波数を流
れた電流値に応じて修正し、当該電流値に応じて交流周
波数の変化率を調整することに関する。
　本発明によれば、センサレスベクトル制御で駆動され
る誘導電動機の停止や、フリーラン状態からの再起動に
おいて、高速かつ、低トルクショックに初期速度を推定
できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　誘導電動機をセンサレスベクトル制御で駆動する誘導電動機の駆動装置であって、
　外部からの指令に基づき前記誘導電動機を制御する制御装置が、前記誘導電動機への通
電開始時の駆動周波数を、前記誘導電動機の電流検出手段によって検出した電流値により
修正して初期速度を推定し、更に、当該修正時における前記駆動周波数の変化率を、検出
された前記電流値に応じて変化させる初期速度推定部を有することを特徴とする誘導電動
機の駆動装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の誘導電動機の駆動装置において、
　前記初期速度推定部が、ｑ軸電流指令値とｑ軸電流検出値の偏差をゼロとなるように制
御することを特徴とする誘導電動機の駆動装置。
【請求項３】
　請求項１乃至請求項２のいずれかに記載の誘導電動機の駆動装置において、
　前記初期速度推定部が、初期速度の推定時における通電開始時のｄ軸電流検出値が、ｄ
軸電流指令値に対して大きくなるに従って、前記駆動周波数の変化率を、通電開始時より
も高くすることを特徴とする誘導電動機の駆動装置。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれかに記載の誘導電動機の駆動装置において、
　前記初期速度推定部が、推定した初期速度が、所定の閾値以下になった際に、第１のｄ
軸電流指令値にｄ軸電流補償量を加算することにより、第２のｄ軸電流指令値を演算する
ことを特徴とする誘導電動機の駆動装置。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれかに記載の誘導電動機の駆動装置において、
　前記初期速度推定部の制御ゲインが、ｄ軸二次磁束指令値を含み、当該ｄ軸二次磁束指
令値として、ｄ軸電流指令の波形または印加時間に応じて過渡的に変化するｄ軸二次磁束
の演算指令値が用いられることを特徴とする誘導電動機の駆動装置。
【請求項６】
　請求項１乃至請求項５のいずれかに記載の誘導電動機の駆動装置において、
　前記初期速度推定部の推定初期値が、前記制御装置の外部から入力される速度情報に基
づいて設定されることを特徴とする誘導電動機の駆動装置。
【請求項７】
　請求項１乃至請求項６のいずれかに記載の誘導電動機の駆動装置において、
　前記誘導電動機を駆動する電力変換器が、ＳｉＣインバータであることを特徴とする誘
導電動機の駆動装置。
【請求項８】
　請求項１乃至請求項７のいずれかに記載の誘導電動機の駆動装置を搭載した電気車。
【請求項９】
　誘導電動機のセンサレスベクトル制御における初期速度推定方法であって、
　誘導電動機の制御装置が、前記誘導電動機への通電開始時の駆動周波数を、前記誘導電
動機に流れる電流値により修正し、更に、修正時における前記駆動周波数の変化率を、前
記電流値に応じて変化させることを特徴とする初期速度推定方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の初期速度推定方法において、
　前記誘導電動機の制御装置が、ｑ軸電流指令値とｑ軸電流検出値の偏差をゼロとなるよ
うに制御することを特徴とする初期速度推定方法。
【請求項１１】
　請求項９乃至請求項１０のいずれかに記載の初期速度推定方法において、
　前記誘導電動機の制御装置が、初期速度の推定時における通電開始時のｄ軸電流検出値
が、ｄ軸電流指令値に対して大きくなるに従って、前記駆動周波数の変化率を、通電開始
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時よりも高くすることを特徴とする初期速度の推定方法。
【請求項１２】
　請求項９乃至請求項１１のいずれかに記載の初期速度推定方法において、
　前記誘導電動機の制御装置が、推定した初期速度が、所定の閾値以下になった際に、第
１のｄ軸電流指令値にｄ軸電流補償量を加算することにより、第２のｄ軸電流指令値を演
算することを特徴とする初期速度推定方法。
【請求項１３】
　請求項９乃至請求項１２のいずれかに記載の初期速度推定方法において、
　前記誘導電動機の制御装置が、制御ゲインとして、ｄ軸二次磁束指令値を含み、当該ｄ
軸二次磁束指令値として、ｄ軸電流指令の波形または印加時間に応じて過渡的に変化する
ｄ軸二次磁束の演算指令値を用いることを特徴とする初期速度推定方法。
【請求項１４】
　請求項９乃至請求項１３のいずれかに記載の初期速度推定方法において、
　推定初期値が、前記誘導電動機の制御装置の外部から入力される速度情報に基づいて設
定されることを特徴とする初期速度推定方法。
【請求項１５】
　請求項９乃至請求項１４のいずれかに記載の初期速度推定方法において、
　前記誘導電動機の制御装置が、ＳｉＣインバータを制御することを特徴とする初期速度
推定方法。
【請求項１６】
　請求項９乃至請求項１５のいずれかに記載の初期速度推定方法を用いることにより電気
車の誘導電動機を駆動する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は誘導電動機の駆動装置または鉄道車両にかかり、特に、鉄道車両の停車時や惰
行時からの再起動時における車体振動を低減可能な制御装置を備えた誘導電動機の駆動装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　産業機器類の多くはモータによって駆動しており、モータが占める国内の電力消費量割
合は約５０％にも上り、この電力消費量低減のため、高効率なモータの開発が進められて
きた。また、インバータ等の電力変換装置を用いたモータの可変速駆動によっても大きな
省エネ効果を得ることができることから、電力変換装置の普及が進んでいる。
【０００３】
　電力変換装置内にはモータ制御ソフトが搭載され、制御手法として高精度にモータを制
御可能なベクトル制御が主流となっている。このベクトル制御では、モータの速度情報を
必要とするが、近年、省保守化や信頼性向上、モータ容量を増加による出力向上を目的と
して、速度センサによる検出に替えて推定速度を用いることにより速度センサを不要とし
た速度センサレスベクトル制御が開発された。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－１０６４６１号公報
【特許文献２】国際公開第２０１０／１２５６３７号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本願発明者が、誘導電動機のセンサレスベクトル制御における初期速度推定に必要とす
る時間を短縮し、かつ、起動におけるトルクショックを大幅に低減することについて鋭意
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検討した結果、次の知見を得るに至った。
【０００６】
　速度センサレスベクトル制御では、制御ソフト内に速度推定のアルゴリズムを持たせ、
モータの回転速度を推定している。仮に、この推定速度が、実際の速度に対して誤差を持
ってしまうと、ベクトル制御が認識する制御軸（ｄｑ軸）が、実際のモータのｄｑ軸とず
れた状態となり、トルク偏差やトルクショックを引き起こしてしまう。
【０００７】
　電力変換装置によって駆動していないモータの停止時や、フリーラン状態から再起動す
る際には、通電開始と同時に速度を推定する初期速度推定が行われる。ここでは、初期速
度の推定を失敗せずに確実に推定することに加え、モータが接続される負荷側にトルクシ
ョックを与えないことが求められており、初期速度の推定にかかる時間を短縮し、トルク
ショックを低減することが課題となる。
【０００８】
　初期速度推定方式については、永久磁石同期電動機や誘導電動機といったモータの種類
によって回転力を得る原理が異なるため、モータ毎に異なる課題を持つ。
【０００９】
　永久磁石同期電動機のように、常時、磁石磁束を有するモータであれば、電力変換装置
のゲートＯＮと同時に、磁石磁束が固定子コイルに鎖交することにより誘起電圧が発生し
、固定子コイルに電流が流れる。この誘起電圧が過度に生じることを抑制するために様々
な技術が検討されているが、通電開始直後から誘起電圧を利用できるため、初期速度推定
は比較的短時間で行うことができる。
【００１０】
　一方、誘導電動機においては、界磁源が二次側に流れる誘導電流であるため、通電開始
直後は磁束が確立されていない状態から速度を推定する必要があり、永久磁石同期電動機
よりも初期速度推定に時間を要する課題がある。初期速度推定に時間が掛かると、制御軸
が誤差を持っている時間も長くなるため、軸誤差がない状態ではゼロとなるｑ軸側二次磁
束が発生し、ｑ軸側二次磁束とｄ軸電流の積に比例したトルクショックの発生に繋がって
しまう。
【００１１】
　特開２０１３－１０６４６１号公報（特許文献１）には、速度センサレスベクトル制御
のフリーラン状態の電動機の回転速度を精度良く同定するために、電動機制御部が、速度
サーチを実施する際に周波数掃引を行う周波数掃引手段を有し、周波数掃引中に検出ｑ軸
電流Ｉｑの極性が反転した場合、検出ｄ軸電流Ｉｄの値が所定の判定閾値以下であれば、
電動機の回転速度（実速度）と指令回転速度（掃引周波数）とが一致したと判断する機能
を備えることが開示されている。また、特許文献１の〔0041〕から〔0043〕には、周波数
掃引のレートを高くし過ぎると不安定化するため、ティーチング機能で最適レートに設定
することが開示されている。
【００１２】
　しかし、特許文献１では、初期速度推定の成否は、制御応答のみならず、モータの時定
数にも大きく影響を受けるため、特定の条件で最適レートを決めてティーチングしたとし
ても、ダイナミックに変化するモータの温度条件、磁束密度条件が変化した場合、時定数
も変化するため、不安定化する可能性が考えられる。
【００１３】
　国際公開第２０１０／１２５６３７号（特許文献２）には、フリーラン状態の交流回転
機の再起動時におけるトルクショックの更なる低減を目的に、フリーラン速度を演算する
第１の演算部と、第１の演算部で算出した速度、または磁束の少なくとも１つを初期値と
して、電圧指令と駆動速度を演算出力する第２の演算部を備えることが開示されている。
この第１の演算部においては、電圧方程式をもとにしたオブザーバ方式が適用されている
。また、特許文献２の〔図２〕では、推定初期値が０Ｈｚとなっているため、低速域（０
Ｈｚ付近）の推定は高速かつ低トルクショックに推定が可能である。
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【００１４】
　しかし、特許文献２では、実際の初期速度が高くなる程、磁束の立ち上がりが遅れ、初
期速度推定の所要時間が長くなり、トルクショックが発生することが予想される。
【００１５】
　本発明の目的は、誘導電動機のセンサレスベクトル制御における初期速度推定方式を改
善し、推定に必要とする時間を短縮し、かつ、起動におけるトルクショックを大幅に低減
することに関する。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、誘導電動機の初期速度を推定する際、誘導電動機への通電開始と同時に、通
電する交流周波数を流れた電流値に応じて修正し、当該電流値に応じて交流周波数の変化
率を調整することに関する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、センサレスベクトル制御で駆動される誘導電動機の停止や、フリーラ
ン状態からの再起動において、高速かつ、低トルクショックに初期速度を推定できる。
【００１８】
　例えば、本発明によれば、特許文献１と異なり、駆動周波数の変化率を、通電電流の値
に応じて変化させるため、推定速度が実速度と大きく乖離している条件では速度推定を高
速化し、推定速度が実速度に近付いた条件になると、速度推定ゲインは小さくすることが
でき、自然に安定化する。強制的に一定レートで周波数掃引しているわけではなく、モー
タの状態変化が含まれた検出情報（電流検出値）に基づき、速度推定応答を可変にする制
御系にしているため、モータの温度条件や磁束密度条件が変化した場合においても、初期
速度の推定を失敗することなく安定した初期速度推定を実現できる。
【００１９】
　また、本発明によれば、特許文献２と異なり、速度推定値と実際の速度の差に応じて、
誘導電動機の電流検出値が大きくなる性質を利用し、駆動周波数の変化率を通電電流の値
に応じて変化させ、速度推定応答を可変にして高速化しているため、初期速度推定値と実
際の速度が大きく離れている場合でも高速に初期速度を推定し、低トルクショック化を実
現できる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施例１にかかる誘導電動機の駆動装置の機能ブロック図
【図２】実施例１にかかる誘導電動機のＴ型等価回路図
【図３】誘導電動機におけるすべり周波数と相電流の関係を示す図
【図４】実施例１による初期速度推定期間の速度推定結果の比較図
【図５】実施例１による初期速度推定期間のトルクショック低減効果の比較図
【図６】実施例２にかかる誘導電動機の駆動装置の機能ブロック図
【図７】実施例３にかかる誘導電動機の駆動装置の機能ブロック図
【図８】実施例４にかかる誘導電動機の駆動装置の機能ブロック図
【図９】実施例４による初期速度推定結果を示す図
【図１０】実施例５にかかる誘導電動機の駆動装置の機能ブロック図
【図１１】実施例５にかかるｄ軸二次磁束指令演算を示す概略説明図
【図１２】実施例６にかかる誘導電動機の駆動装置の機能ブロック図
【図１３】実施例７にかかる誘導電動機の駆動装置の一部を示す概略構成図
【図１４】実施例８にかかる誘導電動機の駆動装置を有する鉄道車両の一部を示す概略構
成図
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　実施例では、誘導電動機をセンサレスベクトル制御で駆動する誘導電動機の駆動装置で
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あって、外部からの指令に基づき誘導電動機を制御する制御装置が、誘導電動機への通電
開始時の駆動周波数を、誘導電動機の電流検出手段によって検出した電流値により修正し
て初期速度を推定し、更に、当該修正時における駆動周波数の変化率を、検出された電流
値に応じて変化させる初期速度推定部を有するものを開示する。
【００２２】
　また、実施例では、誘導電動機のセンサレスベクトル制御における初期速度推定方法で
あって、誘導電動機の制御装置が、誘導電動機への通電開始時の駆動周波数を、誘導電動
機に流れる電流値により修正し、更に、修正時における駆動周波数の変化率を、電流値に
応じて変化させるものを開示する。
【００２３】
　また、実施例では、ｑ軸電流指令値とｑ軸電流検出値の偏差をゼロとなるように制御す
ることを開示する。
【００２４】
　また、実施例では、初期速度の推定時における通電開始時のｄ軸電流検出値が、ｄ軸電
流指令値に対して大きくなるに従って、駆動周波数の変化率を、通電開始時よりも高くす
ることを開示する。
【００２５】
　また、実施例では、推定した初期速度が、所定の閾値以下になった際に、第１のｄ軸電
流指令値にｄ軸電流補償量を加算することにより、第２のｄ軸電流指令値を演算すること
を開示する。
【００２６】
　また、実施例では、初期速度推定部の制御ゲインが、ｄ軸二次磁束指令値を含み、当該
ｄ軸二次磁束指令値として、ｄ軸電流指令の波形または印加時間に応じて過渡的に変化す
るｄ軸二次磁束の演算指令値が用いられることを開示する。また、誘導電動機の制御装置
が、制御ゲインとして、ｄ軸二次磁束指令値を含み、当該ｄ軸二次磁束指令値として、ｄ
軸電流指令の波形または印加時間に応じて過渡的に変化するｄ軸二次磁束の演算指令値を
用いることを開示する。
【００２７】
　また、実施例では、推定初期値が、制御装置の外部から入力される速度情報に基づいて
設定されることを開示する。
【００２８】
　また、実施例では、誘導電動機を駆動する電力変換器が、ＳｉＣインバータであること
を開示する。また、誘導電動機の制御装置が、ＳｉＣインバータを制御することを開示す
る。
【００２９】
　また、実施例では、誘導電動機の駆動装置を搭載した電気車を開示する。また、初期速
度推定方法を用いることにより電気車の誘導電動機を駆動する方法を開示する。
【００３０】
　以下、上記およびその他の本発明の新規な特徴と効果について図面参酌して説明する。
なお、実施例および図面は専ら発明の理解のために用いるものであり、権利範囲を限縮す
るものではない。
【実施例１】
【００３１】
　図１は、本実施例にかかる誘導電動機の駆動装置の機能ブロック図であり、本実施例に
よる誘導電動機をセンサレスベクトル制御で駆動する誘導電動機の駆動装置の構成を機能
ブロックにより示したものである。
【００３２】
　図１に示す誘導電動機の駆動装置１には、誘導電動機３が接続されている。誘導電動機
の駆動装置１には、制御装置２と電力変換器（主回路）が組み込まれている。電力変換器
は、ＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂｉｐｏｒａ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）
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または交流電圧を任意の交流電圧に変換し、電力変換器に接続されている誘導電動機を駆
動する。制御装置２には、誘導電動機３を速度センサレスでベクトル制御するための制御
プログラムが実装されている。なお、図１において、電力変換器は図示を省略している。
【００３３】
　誘導電動機３は、固定子巻線に３相交流電圧を印加して発生した回転磁界が、回転子に
すべりが生じたときに回転子導体に流れる誘導電流との相互作用により回転トルクを発生
させる。
【００３４】
　電圧指令演算部１１には、励磁軸（磁束軸）であるｄ軸のｄ軸電圧指令Ｖｄ＊と、ｄ軸
と電気的に直行する方向のｑ軸電圧指令Ｖｑ＊を出力している。ｄ軸電圧指令Ｖｄ＊、ｑ
軸電圧指令Ｖｑ＊から、座標変換器７が３相電圧指令Ｖｕ＊、Ｖｖ＊、Ｖｗ＊を生成し、
ＰＷＭ演算部６（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｒａｔｉｏｎ）がＰＷＭ制御するこ
とにより、誘導電動機の駆動装置１から誘導電動機３に３相電圧Ｖｕ、Ｖｖ、Ｖｗが出力
される。座標変換器５および座標変換器７において、座標変換する際には周波数ω１を積
分した位相θが必要となるが、図１では図示を省略している。実際には、ωは角周波数で
あるが、本実施例では簡略化して速度や周波数として用いる。
【００３５】
　誘導電動機３に流れる電流は、電流検出器４によって検出している。電流検出器４は、
ホールＣＴ（Ｃｕｒｒｅｎｔ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｒ）等から成り、Ｕ相、Ｖ相、Ｗ相
の３相の電流Ｉｕ、Ｉｖ、Ｉｗを検出している。ただし、電流検出器４によって必ずしも
３相全ての電流を検出する必要はなく、いずれかの２相を検出し、３相電流が平衡状態で
あると仮定して他の１相を演算により求める構成でも良い。
【００３６】
　検出電流は、座標変換器５によって、３相からベクトル制御のｄｑ座標に変換され、Ｉ
ｄ、Ｉｑとして誘導電動機の駆動装置１に取り込まれる。
【００３７】
　電流制御器１５では、電流検出値が、ｄ軸電流指令値Ｉｄ＊、ｑ軸電流指令値Ｉｑ＊に
対して偏差量をゼロとするようにフィードバック制御する。
【００３８】
　初期速度推定演算部１０では、電流検出値が取り込まれ、誘導電動機３の等価回路定数
などの情報を基にした速度推定モデルによって速度推定値ωｒ＾を演算する。この速度推
定モデルは、ｑ軸電流偏差量をゼロに制御する方式や、モデルベースによるオブザーバ方
式等でもよく、必ずしもここに記載された方式に限定されるわけではない。
【００３９】
　また、各フィードバック制御系における制御方式においては、ＰＩ制御（比例・積分型
制御）や、ＰＩＩ制御（比例・二重積分型制御）等が適宜用いられるものとする。
【００４０】
　速度推定変化率演算部１２について説明する。本実施例では、誘導電動機３が、誘導電
動機３に印加する駆動電圧の周波数と、ロータ周波数の差分である「すべり周波数」に応
じて、誘導電動機３のインピーダンスが変化する性質を利用し、初期速度推定を高速化し
ている。これは、二次側に誘導電流を流して回転力を得る誘導電動機３の性質に着目した
ものであるため、二次側に導体を配置するリニアインダクタションモータ等に好適である
。
【００４１】
　図２は、本実施例にかかる誘導電動機のＴ型等価回路図であり、誘導電動機３のＴ型等
価回路を示す。相電圧ベクトルＶ１と相電流ベクトルＩ１を式（１）、（２）のように定
義すると、合成インピーダンスＺは式（６）で表わされる。
【００４２】
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【数１】

【００４３】
　ここで、ｒ１は一次抵抗、ｒ２は二次抵抗、ｘ１は一次漏れリアクタンス、ｘ２は二次
漏れリアクタンス、ｓはすべり、Ｚ１は一次側インピーダンス、Ｚ２は二次側インピーダ
ンス、Ｙ０は励磁アドミタンス、Ｘｍは励磁リアクタンスとする。誘導電動機３の電流ベ
クトルＩ１は式（７）となる。
【００４４】

【数２】

【００４５】
　図３は、誘導電動機におけるすべり周波数と相電流の関係を示す図であり、式（７）に
よるすべり周波数ｆｓ（＝速度推定誤差）と、相電流ベクトルＩ１の絶対値｜Ｉ１｜の関
係を示す。速度推定値と実際の速度が一致する条件では、すべり周波数がゼロとなって、
二次側インピーダンスＺ２が無限大となるため、相電流は最小となる。
【００４６】
　逆に、すべりが正もしくは負に過大の条件では、二次側インピーダンスＺ２が小さくな
り、すべりがゼロの条件と比べて電流は大きくなる。言い換えれば、推定速度が実際の速
度と一致している条件で電流が最小となり、推定速度が実際の速度と大きく乖離している
条件では相電流の検出値｜Ｉ｜は大きくなる。
【００４７】
　図１に示す本実施例では、相電流指令値｜Ｉ＊｜と相電流検出値｜Ｉ｜を速度推定変化
率演算部１２に入力し、相電流指令値｜Ｉ＊｜に対して相電流検出値｜Ｉ｜が大きくなる
に従って、可変ゲインＫｘを大きくする演算を行う。速度推定変化率演算部１２により演
算された可変ゲインＫｘは、初期速度推定演算部１０の制御ゲインに積算され、初期速度
推定演算部１０の速度推定応答を速度推定偏差量が大きい場合に高速化する役割を果たす
。
【００４８】
　すなわち、初期速度推定演算部１０による速度推定値ωｒ＾が実際の速度ωｒに対して
大きく乖離している場合には、可変ゲインＫｘが大きくなり、速度推定を高応答化するこ
とにより、推定速度ωｒ＾を実速度ωｒに高速に収束させることができる。
【００４９】
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　速度推定ゲインをハイゲイン化することにより、速度推定系が不安定になることが考え
られるが、図３に示したように、速度推定値ωｒ＾と実際の速度ωｒが近づいた場合には
、相電流指令｜Ｉ＊｜と相電流検出値｜Ｉ｜の差も図３に示すように小さくなるため、可
変ゲインＫｘは自然に小さくなり速度推定系は安定化する。
【００５０】
　図４は、本実施例による初期速度推定期間の速度推定結果の比較図であり、本実施例適
用の有無を比較した計算結果の一例を示す。図４は、ロータ周波数ｆｒ＝３０Ｈｚのフリ
ーラン状態において、初期速度推定の開始と同時に、所定の電流指令を与え、誘導電動機
３に流れる電流検出値の情報をもとに、推定初期値を２００Ｈｚとして初期速度を推定し
た結果である。
【００５１】
　図４(a)は、本実施例適用時の初期速度推定結果を示しており、初期速度推定の開始後
に電流検出値が増加し、速度推定変化率演算部１２の出力である可変ゲインＫｘが増加し
ていることがわかる。可変ゲインＫｘは、速度推定ゲインに積算されるため、速度推定値
ｆｒ＾の変化率はＫｘに応じて変化している。これによって、速度推定値ｆｒ＾は実際の
速度ｆｒに向かって高速に収束させることができる。
【００５２】
　図４（ｂ）は、従来技術（特許文献１）によって初期速度推定した結果を示している。
特許文献１の〔0015〕に記載の通り、速度サーチを実施する際の周波数掃引は最高周波数
から一定レートで変化させており、電流検出値によらず、駆動周波数は一定の変化率（Ｋ
ｘ＝１）となる。この場合、速度推定値ｆｒ＾は実際の速度ｆｒに対して収束方向に向か
ってはいるものの、推定初期値（２００Ｈｚ）と実際の速度（３０Ｈｚ）といったように
初期速度推定開始時点での速度推定偏差が大きい条件では、膨大な時間を要する。
【００５３】
　図５は、本実施例による初期速度推定期間のトルクショック低減効果の比較図であり、
初期速度推定時における本実施例と従来技術（特許文献１）でのトルクショックの比較を
示す。従来技術（特許文献１）におけるトルクショックを１００％とした際の割合で比較
している。本実施例によれば、初期速度推定を高速化できるため、従来技術と比較してト
ルクショックを９６％低減することが可能である。
【００５４】
　仮に、推定速度が実際の速度と一致していない状態では、大電流が流れることによりｑ
軸二次磁束Φ２ｑが生じ、トルクショックにつながる。本実施例では、図４で比較したよ
うに、大電流が流れる前に、速度推定値ωｒ＾を実速度ωｒに高速に収束させるため、こ
のｑ軸二次磁束Φ２ｑの発生を抑制し、トルクショックを大幅に低減できる。
【００５５】
　更に、近年の誘導電動機３は電力消費量低減の要求に応え、従来よりも更に回転子の二
次抵抗ｒ２を小さく（低すべり化）することにより、高効率化している。低すべりになる
程、電気的、磁気的な時定数は長くなり、応答が鈍くなるため、初期速度の推定に時間を
要するようになる。本実施例では、速度推定変化率演算部１２によって、速度推定を高速
化できるため、定格すべりが１％以下となる高効率な誘導電動機３に対しても、短時間か
つ低トルクショックに初期速度を推定できる。
【００５６】
　以上のように、本実施例によると、誘導電動機３のすべり周波数に応じたインピーダン
ス変化を利用し、電流検出値をもとに速度推定応答を可変にすることにより、初期速度推
定の高速化・低トルクショック化を実現する誘導電動機の駆動装置を提供できる。
【実施例２】
【００５７】
　本実施例では、実施例１と異なり、速度推定系と電流制御系を一体化するものである。
以下、実施例１との相違点を中心に説明する。
【００５８】
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　図６は、本実施例にかかる誘導電動機の駆動装置の機能ブロック図であり、誘導電動機
をセンサレスベクトル制御で駆動する誘導電動機の駆動装置の構成を機能ブロックにより
示したものである。
【００５９】
　本実施例では、モータ定数の変動に対するロバスト性を高めることを目的に、初期速度
推定演算部１０がｑ軸電流偏差量をもとに速度推定演算を行い、ｄ軸電流指令Ｉｄ＊がフ
ィードフォワードで電圧指令演算部１１に入力される点で実施例１と異なる。
【００６０】
　初期速度推定演算部１０では、ｑ軸電流偏差量に、比例ゲインＫＰ８、積分ゲインＫＩ
９を積算して、両者を加算することにより速度推定値ωｒ＾を演算する。初期速度推定演
算部１０により算出した速度推定値ωｒ＾にすべり周波数指令値ωｓ＊を加算することに
より、一次周波数指令ω１＊が算出される。ただし、本実施例においては、トルク電流で
あるｑ軸電流指令Ｉｑ＊をゼロに制御するため、すべり周波数指令ωｓ＊もゼロであり、
速度推定値ωｒ＾は一次周波数指令値ω１＊と同一値となる。
【００６１】
　以下、本実施例における比例ゲインＫＰ８と積分ゲインＫＩ９の導出について示す。誘
導電動機の電圧方程式は式（８）で表わされる。
【００６２】
【数３】

【００６３】
　ただし、ｒ１は一次抵抗、ｒ２’は一次換算された二次抵抗、Ｌσは一次換算された漏
れインダクタンス、Ｍは相互インダクタンス、Ｌ２は二次自己インダクタンス、Ｔ２は二
次時定数、Φ２ｄはｄ軸二次磁束、Φ２ｑはｑ軸二次磁束、ｓはラプラス演算子である。
ここで、一次自己インダクタンスＬ１、二次自己インダクタンスＬ２、一次換算漏れイン
ダクタンスＬσ、二次時定数Ｔ２、一次換算した二次抵抗ｒ２’は以下の通りとする。
【００６４】
【数４】

【００６５】
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　式（８）における第２行目のＶｑに関する式を展開すると、誘導電動機３と誘導電動機
の駆動装置１におけるｑ軸電流Ｉｑ、Ｉｑ＊はそれぞれ次式で表わされる。
【００６６】
【数５】

【００６７】
　ここで、誘導電動機３の定数と、制御装置２の定数が一致しているとし、Ｉｄ、Φ２ｄ
、Φ２ｑは指令値と一致していると仮定すると、次式となる。
【００６８】

【数６】

【００６９】
　すなわち、ｑ軸電流の偏差からロータ周波数の偏差を表わす伝達関数は次式となる。
【００７０】
【数７】

【００７１】
　よって、ｑ軸電流の偏差量から、誘導電動機３の速度を１次遅れ系で推定する制御式は
次式となる。ただし、ωacrは電流制御の応答周波数とする。
【００７２】

【数８】

【００７３】
　以上より、図６における比例ゲインＫＰ８、積分ゲインＫＩ９は次式となる。
【００７４】
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【数９】

【００７５】
　そして、本実施例の最終的な速度推定式について、速度推定変化率演算部１２の出力Ｋ
ｘが積算され、次式となる。
【００７６】

【数１０】

【００７７】
　以上のように、本実施例では、図１に示したように電流制御器１５と初期速度推定演算
部１０を別々に設けず、ｑ軸電流偏差量をゼロにするように速度推定値ωｒ＾を制御する
構成とすることにより、速度推定系と電流制御系を一体化した構成としている。
【００７８】
　また、定数変動に対するロバスト性に関しても、本実施例では、誘導電動機３の温度上
昇等によって定数変動が生じた場合、初期速度推定時間は変わってしまうものの、ｑ軸電
流偏差をゼロ（すべり周波数をゼロ）にするようにフィードバック制御しているため、速
度推定精度については高精度に初期速度を推定できる。
【００７９】
　他の方式について例を挙げると、誘導電動機３の電圧方程式に基づくオブザーバ方式で
は、定数変動の影響を受け易いことが考えられる。例えば、特許文献２の第１の演算部で
は、初期速度を（Ｖｑ＊－Ｒ１・Ｉｑ）／Φ１の数式から演算している。特に低速域にお
いては、Ｖｑ＊が小さくなるので、モータの温度変動でＲ1の定数誤差が生じた際、Ｒ１
の誤差が与える影響が相対的に大きくなるため、速度推定偏差によってトルクショックの
発生に繋がってしまうことが考えられる。
【００８０】
　本実施例では、ｑ軸電流偏差をゼロに制御するように速度を推定する構成にして、速度
推定系と電流制御系を一体化することにより、速度推定応答を電流制御応答と同一にでき
、速度推定が高速なことに加え、定数変動が生じた場合でも、Ｉｑ偏差量がゼロになるよ
うにフィードバック制御する構成であるため、定数変動に対するロバスト性も高い特徴を
持つ。
【００８１】
　前述した定数変動時の初期速度推定時間の変動については、誘導電動機３の抵抗値が最
小となる条件（モータ温度範囲の下限値）においても、初期速度推定を完了できるように
予めマージンを持たせ制御装置２を設計する。
【００８２】
　本実施例では、実施例１よりも、初期速度推定の更なる高速化・低トルクショック化を
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実現し、定数変動に対するロバスト性を更に高めた誘導電動機の駆動装置を提供できる。
【実施例３】
【００８３】
　本実施例は、実施例１乃至２よりも速度推定変化率の演算を簡素化したものである。以
下、実施例１乃至２との相違点を中心に説明する。
【００８４】
　図７は、本実施例にかかる誘導電動機の駆動装置の機能ブロック図であり、誘導電動機
をセンサレスベクトル制御で駆動する誘導電動機の駆動装置の構成を機能ブロックにより
示したものである。
【００８５】
　本実施例では、速度推定変化率演算部１２の演算を簡素化し、制御装置２における演算
負荷を低減することを目的に、速度推定変化率演算部１２において、ｄ軸電流指令値Ｉｄ
＊とｄ軸電流検出値Ｉｄを入力して可変ゲインＫｘを演算している。
【００８６】
　ｑ軸は電流偏差をゼロにするように制御し、ｄ軸はフィードフォワード制御にする構成
にしているため、Ｉｑ＝Ｉｑ＊と仮定すると、速度推定偏差はｄ軸電流に現れることにな
る。すなわち、｜Ｉ｜≒Ｉｄと見なせるため、ｄ軸電流偏差量のみから速度推定偏差量の
大小を判別でき、速度推定変化率演算部１２の入力をＩｄ＊、Ｉｄとできる。
【００８７】
　実施例２では、電流検出値Ｉｄ、Ｉｑの絶対値を演算する処理を行っていたが、本実施
例ではこの演算処理が不要になり、演算処理を簡素化し、制御装置２の演算の負荷率を低
減できる。
【００８８】
　速度推定変化率演算部１２における演算処理Ｇ１４は、Ｉｄ／Ｉｄ＊のように単純な比
でも良いが、事前にｄ軸電流偏差量に対する可変ゲインテーブルを準備し、ｄ軸偏差量を
入力とする可変ゲインの演算方法としても良い。実施例１のように、誘導電動機３がすべ
り周波数に応じて電流変化する性質を利用し、速度推定応答を可変にすれば良い。
【００８９】
　本実施例では、実施例２よりも、速度推定変化率演算部１２の演算を簡素化でき、演算
負荷を更に低減した誘導電動機の駆動装置を提供できる。
【実施例４】
【００９０】
　本実施例は、低速域でｄ軸電流指令Ｉｄ＊を増加させるものである。以下、実施例１乃
至３との相違点を中心に説明する。
【００９１】
　図８は、本実施例にかかる誘導電動機の駆動装置の機能ブロック図であり、誘導電動機
をセンサレスベクトル制御で駆動する誘導電動機の駆動装置の構成を機能ブロックにより
示したものである。
【００９２】
　本実施例では、低速域における初期速度推定の失敗の防止を目的に、速度推定値ωｒ＾
が所定の判定閾値以下となった際に、ｄ軸電流指令Ｉｄ＊にΔＩｄ＊を加算するｄ軸ブー
スト制御演算部１３を備える。
【００９３】
　式（１６）に示した通り、実施例２等の初期速度推定方式は、速度起電力とｑ軸電流偏
差量の関係を線形化したものである。式（１６）から明らかであるように、式（１６）右
辺の速度起電力がゼロになってしまうと、本速度推定方式は成立しなくなる。式（１６）
右辺は、誘導電動機３のロータの速度ωｒとｄ軸二次磁束Φ２ｄの積に比例しているため
、速度が低下する程、小さくなる。つまり、低速域において、速度推定が破綻しないよう
にするために、ｄ軸二次磁束指令Φ２ｄ＊を増加させ、誘導電動機３におけるｄ軸二次磁
束Φ２ｄを増やすことにより、低速域においても速度起電力の低下を抑えることができる
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。
【００９４】
　本実施例のｄ軸ブースト制御演算部１３は、速度推定値ωｒ＾をもとに低速域と判断し
た場合には、適切な大きさのｄ軸電流指令補償量ΔＩｄ＊を出力し、第１の電流指令Ｉｄ
＊にΔＩｄ＊を加算して、第２の電流指令Ｉｄ＊＊を演算する。
【００９５】
　これによって、低速域と判断した場合のみ、速度起電力を増加させ、速度推定失敗を防
止できる。なお、ｄ軸電流指令補償量ΔＩｄ＊は、誘導電動機３の回路定数や、制御装置
２の仕様に応じて適切に設計する。
【００９６】
　また、本実施例では推定の初期値を２００Ｈｚ（駆動周波数の上限値）に設定している
が、この値に限定されるものではない。必ずしも上限値とする必要はないが、駆動速度範
囲の中央値よりも高い値に設定することが望ましい。仮に、推定初期値を低速域に設定し
て高速域の推定を行う場合、推定開始直後にｄ軸ブースト制御演算部１３が動作し、不要
なトルクショックを発生させる可能性がある。
【００９７】
　本実施例の制御構成では、速度起電力が大きく、初期速度推定が容易な高速域を最初に
サーチし、その後、低速域と判断した場合のみｄ軸ブースト制御演算部１３を動作させ、
ｄ軸二次磁束Φ２ｄを増加させる。本制御構成では、速度起電力が過小になることを防止
するために、必要な速度域で必要な大きさの電流指令を与える方式としている。これによ
って、全速度域に対して、推定失敗することなく、低トルクショックに推定ができる。
【００９８】
　図９は、本実施例による初期速度推定結果を示す図であり、ｄ軸ブースト制御演算部の
有無での、速度推定結果の比較を示す。図９では、初期速度の推定が特に難しいロータ周
波数ｆｒ＝－１０Ｈｚ（逆回転時）における初期速度推定結果を比較している。本比較に
おいては、一例として、速度推定値ｆｒ＾が３Ｈｚ以下となった時点で、ｄ軸ブースト制
御演算部１３を動作させている。この速度推定値の判定値は、誘導電動機３の諸元に合わ
せ、適切に設定されるものとする。図９（ａ）では、推定周波数ｆｒ＾が３Ｈｚ以下にな
った時点で、ｄ軸ブースト制御が動作し、第２のｄ軸電流指令Ｉｄ＊＊がステップ状に大
きくなり、ｄ軸二次磁束Φ２ｄが立ち上がり、所定の速度起電力を確保することで、速度
推定値ｆｒ＾が実際の速度ｆｒに収束する。一方、図９（ｂ）では、推定周波数ｆｒ＾が
実際の周波数ｆｒ（－１０Ｈｚ）へ向かうものの、ｄ軸二次磁束Φ２ｄが立ち上がらず、
ｆｒ＾がゼロに収束し（速度起電力がゼロに収束）、初期速度推定を失敗する結果となる
。この速度起電力がゼロになる現象は、誘導電動機３の原理上、低速域になる程、ｑ軸二
次磁束Φ２ｑが発生し易く、ｄ軸に影響を及ぼし易くなることに起因する。本実施例では
、ｄ軸二次磁束Φ２ｄを増加させて、ｑ軸二次磁束Φ２ｑの干渉によってｄ軸二次磁束Φ
２ｄがゼロになることを防ぐことにより解決している。ｄ軸電流指令補償量ΔＩｄ＊はス
テップ状に加算しているが、ｄ軸電流を増加させるものであれば、どのような形状でも良
い。
【００９９】
　また、高効率な誘導電動機３は、低すべりであることから、二次時定数Ｔ２（二次磁束
の時定数）が長く、ｄ軸二次磁束の確立が難しく、初期速度の推定失敗が発生し易い傾向
にある。このような、低すべりな誘導電動機３に対しても、本実施例を適用することによ
り、速度推定失敗を発生することなく、初期速度を推定できる。
【０１００】
　以上より、本実施例では、低速域でｄ軸電流指令Ｉｄ＊を増加させるｄ軸ブースト制御
を備えることにより、実施例３よりも、低速域における初期速度推定の精度を更に高めた
誘導電動機の駆動装置を提供できる。　
【実施例５】
【０１０１】



(15) JP 2018-166350 A 2018.10.25

10

20

30

40

50

　本実施例は、ｄ軸二次磁束指令Φ２ｄ＊に過渡値を用いるものである。以下、実施例１
乃至４との相違点を中心に説明する。
【０１０２】
　図１０は、本実施例にかかる誘導電動機の駆動装置の機能ブロック図であり、誘導電動
機をセンサレスベクトル制御で駆動する誘導電動機の駆動装置の構成を機能ブロックによ
り示したものである。
【０１０３】
　本実施例では、初期速度推定の更なる時間短縮および低トルクショック化を目的に、初
期速度推定演算部１０に用いるｄ軸二次磁束指令Φ２ｄ＊に、定常値ではなく、過渡値を
用いる。
【０１０４】
　図１１は、本実施例にかかるｄ軸二次磁束指令演算を示す概略説明図であり、本実施例
と従来技術におけるｄ軸二次磁束指令Φ２ｄ＊の比較したものである。従来技術では、ｄ
軸電流指令Ｉｄ＊に基づき、初期速度推定の開始と同時に定常値のｄ軸二次磁束指令Φ２
ｄ＊を出力する。一方、本実施例では、ｄ軸電流指令Ｉｄ＊に基づき、二次時定数Ｔ２の
ＬＰＦ（Ｌｏｗ　Ｐａｓｓ　Ｆｉｌｔｅｒ）を通過させることにより、ｄ軸二次指令Φ２
ｄ＊は、次式で示すように、初期速度推定開始からの経過時間ｔに応じた過渡的な値を出
力する。ただし、式（２３）はｄ軸電流指令Ｉｄ＊をステップ入力した際の、ｄ軸二次磁
束Φ２ｄの過渡値を示す式であるが、ｄ軸電流指令Ｉｄ＊はステップ形状、フィルタを通
した一次遅れ形状、通電開始直後に急激に流して徐々に減衰させるフォーシング形状でも
良く、限定されるものではない。
【０１０５】
【数１１】

【０１０６】
　初期速度推定の開始直後は、速度推定値が一致しておらず、制御軸が一致していない状
態であるため、図９に示したように、誘導電動機３に実際に発生しているｄ軸二次磁束Φ
２ｄは、ほぼゼロに近い値である。即ち、初期速度推定演算部１０における制御ゲインの
ｄ軸二次磁束指令Φ２ｄ＊に定常値を考慮した場合、式（２２）に示すように速度推定系
のゲインが不足することとなる。本実施例では、速度推定系ゲインのｄ軸二次磁束指令Φ
２ｄ＊に、ｄ軸電流指令Ｉｄ＊の波形や印加時間に応じて過渡的に変化するｄ軸二次磁束
指令の演算指令値を用いることにより、誘導電動機３の実際のΦ２ｄにより近い値とする
ことができ、推定モデルを高精度化し、このゲイン不足を解消できる。
【０１０７】
　また、低すべりな誘導電動機においては、二次時定数Ｔ２も長くなり、ｄ軸二次磁束指
令Φ２ｄ＊の立ち上がりも緩やかになるが、本実施例では、誘導電動機３が低すべりにな
る程、初期速度推定系のゲインを高める方向に作用する。
【０１０８】
　本実施例では、初期速度推定演算部１０に用いるｄ軸二次磁束指令Φ２ｄ＊に、ｄ軸電
流指令Ｉｄ＊の波形や印加時間に応じて過渡的に変化する演算指令値を用いることにより
、実施例４よりも更に高速に初期速度を推定でき、トルクショックを低減できる。
【実施例６】
【０１０９】
　本実施例は、駆動システムの速度情報を初期値に用いるものである。以下、実施例１乃
至５との相違点を中心に説明する。
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【０１１０】
　図１２は、本実施例にかかる誘導電動機の駆動装置の機能ブロック図であり、誘導電動
機をセンサレスベクトル制御で駆動する誘導電動機の駆動装置の構成を機能ブロックによ
り示したものである。
【０１１１】
　本実施例では、初期速度推定の更なる時間短縮および低トルクショック化を目的に、鉄
道車両等の駆動システムの速度情報を制御装置２に取り込み、初期速度推定演算部１０の
積分器の初期値に設定する。
【０１１２】
　駆動システムの速度情報Ｖcarを制御装置２へ取込み、電気角周波数換算部１５によっ
て、電気角周波数ωｒｉｎｉ＾に換算し、初期速度推定演算部１０の推定初期値として用
いる。速度情報Ｖcarは、必ずしも正確な値でなくても良く、鉄道車両で用いられる速度
段のリレー信号等のような概算値でも良い。駆動周波数の概算値を初期値として、実施例
１乃至５にかかる構成を適用することにより、更に高速かつ低トルクショックの初期速度
推定を実現できる。本実施例は、駆動システムの速度情報を誘導電動機の駆動装置１に取
り込めるシステムに適用できる。
【０１１３】
　本実施例では、初期速度推定演算部１０に用いる推定初期値を実速度に近付けることが
できるため、実施例５よりも更に高速かつ、低トルクショックな初期速度推定を実現でき
る。
【実施例７】
【０１１４】
　本実施例は、スイッチング素子やダイオードにＳｉＣ素子を用いるものである。以下、
実施例１乃至６との相違点を中心に説明する。
【０１１５】
　図１３は、本実施例にかかる誘導電動機の駆動装置の一部を示す概略構成図であり、誘
導電動機をセンサレスベクトル制御で駆動する誘導電動機の駆動装置の一部を示す概略構
成図である。
【０１１６】
　図１３では、鉄道車両の駆動システムの一部を例として記載している。制御装置２のベ
クトル制御演算に基づき、ゲートドライバ１０４が、半導体モジュール１０３のスイッチ
ング動作を制御している。また、入力側においてはフィルタリアクトル１０５とフィルタ
コンデンサ１０６によりＬＣフィルタ回路を構成しており、架線１０７に流れるノイズを
カットする構成となっている。
【０１１７】
　本実施例では、初期速度推定の更なる時間短縮および低トルクショック化を目的に、誘
導電動機の駆動装置１の半導体モジュール１０３において、スイッチング素子１０１とダ
イオード１０２の一方もしくは両者にＳｉＣ素子を使用する。
【０１１８】
　本実施例では、低損失で高速スイッチングが可能なＳｉＣインバータを用いることによ
り、キャリア周波数を向上でき、制御装置２における電流制御応答ωacrを向上できる。
実施例２に記載した通り、電流制御系と速度推定系が一体化されているため、電流制御応
答ωａｃｒを向上すると、速度推定系も同一の推定応答を得ることができる。
【０１１９】
　本実施例によれば、ＳｉＣインバータとの相乗効果により、実施例６よりも更に高速か
つ、低トルクショックの初期速度推定を実現できる。
【実施例８】
【０１２０】
　本実施例は、誘導電動機の駆動装置を鉄道車両に用いたものである。以下、実施例１乃
至７との相違点を中心に説明する。
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【０１２１】
　図１４は、本実施例にかかる誘導電動機の駆動装置を有する鉄道車両の一部を示す概略
構成図である。
【０１２２】
　鉄道車両の駆動装置には、架線１０７から集電装置を介して電力が供給され、誘導電動
機の駆動装置１を経由して交流電力が誘導電動機３に供給されることにより、誘導電動機
３は駆動する。誘導電動機３は、減速ギアを介して、鉄道車両の車軸と連結されており、
車軸に接続された車輪１０９とレール１０８間に生じる接線力により鉄道車両は走行する
。
【０１２３】
　実施例１乃至７の誘導電動機の駆動装置１を鉄道車両に適用すれば、初期速度推定時間
を短縮し、トルクショックを大幅に低減できるため、鉄道車両の停車や惰行時からの再起
動時において、鉄道車両の車体振動を低減し、乗客の乗り心地を改善できる。
【符号の説明】
【０１２４】
　１…誘導電動機の駆動装置、２…制御装置、３…誘導電動機、４…電流検出器、５…座
標変換器、６…ＰＷＭ演算部、７…座標変換器、８…比例ゲイン、９…積分ゲイン、１０
…初期速度推定演算部、１１…電圧指令演算部、１２…速度推定変化率演算部、１３…ｄ
軸ブースト制御演算部、１４…ゲイン、１５…電流制御器、１６…ｄ軸二次磁束指令演算
部、１００…電力変換器、１０１…スイッチング素子、１０２…ダイオード、１０３…半
導体モジュール、１０４…ゲートドライバ、１０５…フィルタリアクトル、１０６…フィ
ルタコンデンサ、１０７…架線、１０８…レール、１０９…車輪

【図１】 【図２】

【図３】
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【図４】 【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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